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○堺市議会議員の倫理に関する条例 

平成１８年３月２９日 

条例第４６号 

改正 平成１８年１２月２２日条例第８３号 

平成１９年９月２８日条例第３８号 

（目的） 

第１条 この条例は、市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その担い手

たる市議会議員（以下「議員」という。）が市民全体の奉仕者として、その倫理性を自覚

し、いやしくも自己の地位による影響力を不正に行使することによって、いかなる報酬も

受領しないことを市民に宣言するとともに、議員が高潔性を自らすすんで市民に実証し、

また市民が議員の高潔性について判断できるよう、政治倫理の確立のための国会議員の資

産等の公開等に関する法律（平成４年法律第１００号）第７条の規定に基づく議員の資産

等の公開に関する事項その他政治倫理の確立のために必要な事項を定め、もって市政に対

する市民の信頼を確保し、公正で開かれた市政の発展に寄与することを目的とする。 

（収賄罪等宣告後における釈明） 

第２条 議員が刑法（明治４０年法律第４５号）第１９７条から第１９７条の４までに定め

る収賄罪等により有罪の宣告を受け、なお引き続きその職にとどまろうとするときは、議

会が市民に対する説明会を開き、当該議員は説明会に出席し、釈明することができる。 

２ 前項の説明会において、市民は、当該議員に質問をすることができる。 

３ 第１項の説明会の開催及び運営についての手続は、あらかじめ議会が定めるものとする。 

（資産等報告書の提出） 

第３条 議員は、その任期開始の日（再選挙、補欠選挙又は増員選挙により議員となった者

にあってはその選挙の期日とし、更正決定又は繰上補充により当選人と定められた議員に

あってはその当選の効力発生の日とする。次項において同じ。）において有する次の各号

に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した資産

等報告書を、同日から起算して３１日を経過する日までに、議長に提出しなければならな

い。 

(1) 土地（信託している土地（自己が帰属権利者であるものに限る。）を含む。） 所

在、種別、面積及び固定資産税の課税標準額、共有持分並びに相続（被相続人からの遺

贈を含む。以下同じ。）により取得した場合は、その旨 

(2) 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権 当該権利の目的となっている土
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地の所在及び面積、共有持分並びに相続により取得した場合は、その旨 

(3) 建物 所在、種別、床面積及び固定資産税の課税標準額、共有持分並びに相続によ

り取得した場合は、その旨 

(4) 不動産（前３号に掲げるものを除く。）のうち、償却資産（固定資産税の課税標準

額が３００，０００円以上のものに限る。） 資産の名称及び固定資産税の課税標準額

の価額の区分（別表に定めるものをいう。以下この項において同じ。）、共有持分並び

に相続により取得した場合は、その旨 

(5) 当座預金、普通預金及び普通貯金（金額が３００，０００円以上のものに限る。） 

預入先及び預入金の価額の区分 

(6) 預金（当座預金及び普通預金を除く。）及び貯金（普通貯金を除く。） 預入先、

預金及び貯金の種別並びにその額 

(7) 金銭信託 信託先、種類及び元本の総額 

(8) 有価証券（前３号又は第１１号から第１３号までのいずれかに該当するものを除

く。） 種類、銘柄及び額面金額の総額（株券（株券が発行されていない場合にあって

は、株券が発行されていたとすれば当該株券に表示されるべき権利を含む。以下同じ。）

にあっては、株式の銘柄及び株数） 

(9) 日常生活の用に供している自動車、船舶、航空機及び美術工芸品であって、取得価

額が１，０００，０００円を超えるもの（売買により取得したものに限る。） 項目、

種類及び数量 

(10) 日常生活の用に供していない動産であって、取得価額が３００，０００円以上のも

の 項目、種類、数量及び取得した際の価額の区分 

(11) ゴルフ場の利用に関する権利（譲渡することができるものに限る。） ゴルフ場の

名称 

(12) 貸付金（生計を一にする親族に対するものを除く。） 貸付先及び貸付金の総額 

(13) 借入金（生計を一にする親族からのものを除く。） 借入元及び借入金の総額 

(14) 現金（金額が３００，０００円以上のものに限る。） 現金の価額の区分 

(15) 第２号、第５号から第８号まで及び第１１号から第１３号までのいずれかに該当す

るものを除く債権及び債務であって、その金額が３００，０００円以上のもの（親族間

のものを除く。） 債権及び債務の内容及び価額の区分 

２ 議員は、その任期開始の日後、毎年、前項各号に掲げる資産等であって１２月３１日に

おいて有するものについて、当該資産等の区分に応じ同項各号に掲げる事項を記載した資
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産等報告書を、その翌年の５月１日から同月３１日までの間に、議長に提出しなければな

らない。 

（平１８条例８３・平１９条例３８・一改） 

（所得等報告書の提出） 

第４条 議員は、次に掲げる事項を記載した所得等報告書を、毎年、５月１日から同月３１

日までの間（当該期間内に任期満了又は議会の解散による任期終了により議員でない期間

がある者で当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議員となったものにあっ

ては、同月１日から再び議員となった日から起算して３０日を経過する日までの間）に、

議長に提出しなければならない。 

(1) 前年分の所得について同年分の所得税が課される場合における当該所得に係る次に

掲げる金額（当該金額が１，０００，０００円を超える場合にあっては、当該金額及び

その基因となった事実） 

ア 総所得金額（所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２２条第２項に規定する総所

得金額をいう。）及び山林所得金額（同条第３項に規定する山林所得金額をいう。）

に係る各種所得の金額（同法第２条第１項第２２号に規定する各種所得の金額をい

う。） 

イ 租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）の規定により、所得税法第２２条の規

定にかかわらず、他の所得と区分して計算された所得の金額であって規則で定めるも

の 

(2) 前年中において贈与により取得した財産について同年分の贈与税が課される場合に

おける当該財産に係る贈与税の課税価格（相続税法（昭和２５年法律第７３号）第２１

条の２に規定する贈与税の課税価格をいう。） 

２ 前項に規定するもののほか、議員は、同項の所得等報告書に、次に掲げる事項を記載し

なければならない。 

(1) 前年中の収入のうち当該金額が一の出所当り３０，０００円以上のものの収入の区

分、出所及び金額 

(2) 前号の規定にかかわらず、前年中の金銭、物品その他財産上の利益の供与（以下「利

益の供与」という。）により取得した財産について、当該金額が一の出所当り１０，０

００円以上のものの利益の供与をなした者の名称、金額及びその基因となった事実 

(3) 前年中の議員へのもてなしのうち交通、宿泊、食物及び娯楽に関するもの（以下「も

てなし」という。）で当該金額が一の出所当り５０，０００円以上のもののもてなしを



4/7 

した者の名称、金額及びその基因となった事実 

３ 第１項の所得等報告書における金額及び課税価格に係る事項の記載は、当該金額及び課

税価格等に係る納税申告書の写しの提出をもってこれに代えることができる。この場合に

おいて、同項第１号に規定する金額が１，０００，０００円を超えるときは、その基因と

なった事実を付記しなければならない。 

（関連会社等報告書の提出） 

第５条 議員は、毎年、４月１日において会社その他の法人（法人でない社団又は財団で代

表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この条において同じ。）の役員、顧問その

他の職に就いている場合には、当該会社その他の法人の名称及び住所並びに当該職名を記

載した関連会社等報告書を、報酬の有無の別により、同年５月１日から同月３１日までの

間（当該期間内に任期満了又は議会の解散による任期終了により議員でない期間がある者

で当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議員となったものにあっては、同月

１日から再び議員となった日から起算して３０日を経過する日までの間）に、議長に提出

しなければならない。ただし、会社その他の法人の役員、顧問その他の職（報酬の無いも

のに限る。）が、宗教的、社交的又は政治的団体に係るものである場合にあっては、この

限りでない。 

２ 議員は、その職を退いた後の雇用に関する契約その他取決め（以下これらを「取決め」

という。）についての条件がある場合は、その取決めの相手方及び取決めの条件を第１項

の報告書に記載しなければならない。 

（資産取引報告書の提出） 

第６条 議員は、前年中の次に掲げる資産取引（取引価額が３００，０００円以上のものに

限る。）の明細、期日及び価額の区分（別表に定めるものをいう。）を記載した資産取引

報告書を、毎年、５月１日から同月３１日までの間（当該期間内に任期満了又は議会の解

散による任期終了により議員でない期間がある者で当該任期満了又は議会の解散による

選挙により再び議員となったものにあっては、同月１日から再び議員となった日から起算

して３０日を経過する日までの間）に、議長に提出しなければならない。 

(1) 国債証券 

(2) 地方債証券 

(3) 社債券 

(4) 株券 

(5) 有価証券（前各号に掲げるものを除く。） 
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(6) 先物商品 

(7) 不動産権益（本人が現に居住する建物及び土地に関するものを除く。） 

（資産等報告書等の保存、閲覧及び訂正） 

第７条 第３条から前条までの規定により提出された資産等報告書、所得等報告書、関連会

社等報告書及び資産取引報告書（以下「資産等報告書等」という。）は、これらを受理し

た議長において、これらを提出すべき期間の末日の翌日から起算して７年を経過する日ま

で保存しなければならない。 

２ 何人も、議長に対し、前項の規定により保存されている資産等報告書等の閲覧を請求す

ることができる。 

３ 議員は、第３条から前条までの規定により提出した自らの資産等報告書等に誤りを認め

たときは、これを書面をもって訂正することができる。 

（倫理調査会による審査等） 

第８条 議長は、堺市長の倫理に関する条例（平成１８年条例第４５号。以下「市長の倫理

条例」という。）第８条に規定する堺市議会議員及び市長の倫理に関する調査会（以下「倫

理調査会」という。）に、市長を通じて次の事項を行わせる。 

(1) 議員から提出された資産等報告書等の審査を行い、その結果を議長に報告すること。 

(2) 第１０条第１項の規定による請求に係る調査の結果を議長に報告すること。 

２ 前項に定めるもののほか、倫理調査会の設置、組織及びその運営については、市長の倫

理条例第８条の定めるところによる。 

（意見書の保存及び閲覧） 

第９条 議長は、倫理調査会から送付された議員に係る意見書（以下単に「意見書」という。）

を、その送付を受けた日から起算して７年を経過する日まで保存しなければならない。 

２ 何人も、議長に対し、前項の規定により保存されている意見書の閲覧を請求することが

できる。 

（市民の調査請求権） 

第１０条 市民は、第７条第２項の規定により閲覧に供された資産等報告書等について疑義

があるときは、これを証する資料を添えて、市長に対し調査を請求することができる。 

２ 市長は、前項の規定による請求があったときは、倫理調査会に調査を行わせ、当該請求

のあった日から９０日以内にその調査結果を請求者に文書で回答しなければならない。 

（平１８条例８３・一改） 

（虚偽報告等の広報） 
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第１１条 市長は、意見書及び前条第２項に規定する調査結果において、資産等報告書等の

報告者に当該報告書等の提出の遅滞、虚偽の報告又は調査に協力しなかった等の指摘があ

ったときは、その旨を広報紙等で広く公表しなければならない。 

（平１８条例８３・一改） 

（委任） 

第１２条 この条例の施行について必要な事項は、議会が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日において議員である者に係る第３条第１項の規定の適用について

は、「その任期開始の日（再選挙、補欠選挙又は増員選挙により議員となった者にあって

はその選挙の期日とし、更正決定又は繰上補充により当選人と定められた議員にあっては

その当選の効力発生の日とする。次項において同じ。）」とあるのは「平成１８年４月１

日」と、「同日から起算して３１日を経過する日」とあるのは「平成１８年５月３１日」

とする。この場合において、同条第２項の規定は、平成１８年度に限り、適用しない。 

３ 前項の規定により提出された資産等報告書については、第７条の規定を準用する。 

附 則（平成１８年１２月２２日条例第８３号） 

この条例は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年９月２８日条例第３８号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１９年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第３条第１項第５号及び第６号の規定の適用については、この

条例の施行の日前に有していた郵便貯金及び郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整

備等に関する法律（平成１７年法律第１０２号）附則第３条第１０号に規定する旧郵便貯

金は、預金とみなす。 

別表 

価額の区分の名称 区分する価額帯 

ア ３００，０００円以上１，０００，０００円未満 

イ １，０００，０００円以上２，０００，０００円未満 
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ウ ２，０００，０００円以上３，０００，０００円未満 

エ ３，０００，０００円以上４，０００，０００円未満 

オ ４，０００，０００円以上５，０００，０００円未満 

カ ５，０００，０００円以上１０，０００，０００円未満 

キ １０，０００，０００円以上２０，０００，０００円未満 

ク ２０，０００，０００円以上３０，０００，０００円未満 

ケ ３０，０００，０００円以上４０，０００，０００円未満 

コ ４０，０００，０００円以上５０，０００，０００円未満 

サ ５０，０００，０００円以上１００，０００，０００円未満 

シ １００，０００，０００円以上２００，０００，０００円未満 

ス ２００，０００，０００円以上３００，０００，０００円未満 

セ ３００，０００，０００円以上４００，０００，０００円未満 

ソ ４００，０００，０００円以上 

 


